
第 7 章 そのほかの環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱山の重金属

｢農用地の土壌の汚染防止等に関す る法律｣ (昭和45年12月 25 日 法律第139号) では土壌汚染の原因

と な る物質の う ち 、 人の健康上問題があ る も の と して カ ド ウ ム が 、 又、 農作物の生育上問題があ る も

の と して銅、 砒素が指定 さ れてい る 。

カ ド ミ ウ ム につ いては玄米中の含有量 1 mg/kg以上、 銅につ いては土壌中の含有量125 mg/kg以上、

砒素については土壌中の含有量15mg/蛇以上の も のがそれぞれ被害があ る と さ れてい る 。

休廃止鉱山のな かでは 、 現在ま で鉱害と して問題にな っ てい る も のは、 岩美町荒金の岩美鉱山であ る 。

〔岩美鉱山〕 明治22年に開坑 さ れた鉱山で、 銅を含んだ鉱水は下流の小田川流域の水田約140ヘ ク タ ー

ルに被害を及ば し 、 昭和46~47年にかけて実施 した調査では88検体の玄米の う ち22検体の玄米にカ ド ミ

ウ ム の人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 . 4mg/kg以上) が認め ら れたが 、 食品衛生法上食品 と して取 り 扱われ

な い カ ド ミ ウ ム 1 mg/kg以上を含む玄米は認め ら れな か っ た。

ま た 、 土壌については 、 昭和54~60年にかけて実施 した澗査で米の収量に影響があ る と判断 さ れ る 12

5 mg/爬以上の銅を含む土壌が181地点中92地点あ り 、 こ の覊査結果に基づ き 、 小田川地域の農用地53 . 4

ha (台帳面積) を農用地土壌汚染対策地域 と して昭和61年 2 月 14 日 指定 した。 ま た 9 月 24 日 、 農用地

土壌汚染対策計画及び公害防止事業費事業者費用負担。十画を樹立 し 、 昭和62年度か ら公害防除特別土地

改良事業に着工 し 、 土地改良対象面積114 . 9ha中 、 平成 7 年度中で100 . 7ha終了 して い る 。

な お 、 鉱害対策 と し て昭和47~平成 7 年度に事業費累。十2 , 1 46 , 283千円で坑廃水処理施設、 沈殿物堆

積場の設置及び整備、 堆積場鉱害防止工事、 大切坑道補修工事等を行 っ て き てお り 平成 7 年度は事業

費79 , o31千円で鉱害防止工事等を実施 した。

第 2 節 水銀等重金属類の汚染状況

水銀等に よ る環境汚染、 食品汚染の実態を知 る ため 、 農用地について土壌、 農作物調査を実施す る と

と も に 、 内海内湾魚介類10検体、 遠洋沖合魚介類10検体について魚介類覊査を行 っ た。 そ の結果は表の

と お り であ る 。

1 土壌、 農作物調査

小田川流域の水田 140ha をこ対 し 、 玄米中の カ ド ミ ウ ム 含有量について 4 地点で崗査を実施 した。

そ の結果についてみ る と 、 玄米中の カ ド ミ ウ ム含有量は 4 地点平均で0 . 16 mg/鱈であ り 、 ｢食品衛

生法｣ で定めてい る 玄米の カ ド ミ ウ ム基準値 1 mg/蛇を上回 る も のは な く 食糧庁長官通達で食用以

外の用途に売却す る こ と と さ れてい る 0 . 4mg/鱈以上の地点 も な か っ た。
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表121 平成 7 年度巍査結果 (単位 mg/kg)

地 区

玄 米 中 の カ ド ミ ウ ム

調 査地 点 数 最高値~最低値 平 均 値

岩 美 町 高 住

" 太 田

2

2

0 2 2 ~ 0 1 6

0 . 1 4 ~ 0 . 1 1

0 1 9

0 . 1 3

合 。十 4 0 2 2 () 0 1 1 0 1 6

(注) 平成 7 年度農産園芸課掲査

2 魚介類調査

内海内湾魚介類10検体、 遠洋沖合魚介類10検体につ いて総水銀の調査を行っ たが 、 いずれ も 暫定的

規制値 (昭和48年 7 月 23 日 厚生省暫定的規制) 総水銀o . 4ppmを下回 ら てい る 。

表122 魚介類詞査結果

区 分

総 水 銀

備 考

検 体 数 道 不 適 最 高 値 最 低 値 平 均 値

内海内湾魚介類 10 10 O
PPm

0 . 1 4
N D

PPm

0 . 0 5

遠洋沖合魚介類 10 10 O 0 . 1 8 N D 0 . 0 5

。十 20 20 O 0 . 1 8 N D 0 . 0 5

帷) 平成 7 年度生活衛生課調査

ND 検出 さ れず ( )
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第 3 節 P C B の汚染状況

P C B に よ る食品の汚染の実態を知 る ため暫定的規制値の設け ら れてい る 魚介類20検体の掲査を行っ

たが 、 いずれ も暫定的規制値 (昭和47年 8 月 24 日 厚生省暫定的規制) を下回 っ ていた。

表123 食品澗査結果

種 類 別
総検

体数

検 出 値
暫定的

規制値
適 不適 備 考

最高値 最低値 平均値

魚介類
内 海 内 湾 10

PP m

0 . 0 3 N D

PP m

0 . 0 1

PPm

0 . 5 10 O あ じ、 いわ し、 かつお、

かます、 かれい、 きす、 さば、

白いか、 とび う お、

はま ち、 ひ らめ、 かわはぎ、

さ んま 、 赤はた、 たい、

さ ざえ、 ほ う ぼ う 、 えぴ、

するめいか、 ま ぐろ

遠 洋 沖 合 10 0 0 7 N D 0 0 1 0 5 10 O

。十 20 0 . 0 7 N D 0 0 1 0 . 5 20 O

艫) 平成 7 年度生活衛生累搦査

ND 検出 さ れず (0 . 01未満)

f in,
=
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第 8 章 廃 棄 物

廃棄物の処理は 、 廃棄物の処理及び清掃に関す る 法律 (昭和45年法律第137号 、 以下 ｢廃棄物処理法｣

と い う 。 ) に基づいて行われてい る 。

近年、 経済活動の活発化、 国民の生活様式の変化に伴い 、 廃棄物の発生量が増加 し 、 そ の種類 も 多様

化 してい る 一方で、 廃棄物処理施長の確保が困難と な っ て お り 、 ま た廃棄物の不法投棄等の不適正な処

理が大 き な社会問題 と な る な ど、 廃棄物の処理を取 り 巻 く 状況は極めて深刻な も の と な っ てい る 。

こ のため 、 国において廃棄物の処理に関す る諸制度の抜本的な見直 し が な さ れ 、 平成 3 年10月 に廃棄

物の排出抑制や減量化、 再生利用 を 明示 した廃棄物処理法の大幅な改正が行な われた。 (平成 4 年 7 月

改正法施行)

今後の廃棄物対策は 、 経済社会活動のあ ら ゆ る 段階において 、 廃棄物の発生を抑制 し 、 再利用 、 資源

化を徹底す る と と も に 、 適正処理を図 る こ と が基本 と な る 。

廃棄物処理法においては 、 廃棄物は 、 次表に示す と お り 事業活動に伴っ て排出 さ れ る も のの う ち法令

で特定 さ れた産業廃棄物と 、 それ以外の一般廃棄物に分類 さ れ る 。 一般廃棄物 と産業廃棄物は、 それぞ

れの処理体系に従 っ て処理さ れ る が 、 一般廃棄物の処理は市町村の固有事務 と さ れ 、 産業廃棄物は排出

事業者の処理責任が明定 さ れてい る 。

表124 廃棄物の分類

｢ 特別管理一般廃棄物 ( 法第 2 条第 3 項)

こさ灸 ここ
( 事業系一般廃棄物 )

ご み.
-
-
･
‘
‐
-
1
-
1

-
･
-
-

‐
■
-
‐

　　　　　　　　　　　廃 棄 物

( 法第 2 条第 4 項 )

特別管理産業廃棄物 (法第 2 条第 5 項)

第 1 節 一般廃棄物

1 一般廃棄物の現況と対策

一般廃棄物は、 し尿 と ごみ に大別 さ れ る が 、 市町村は こ れ ら の処理について 、 廃棄物処理法に定め る

と こ ろ に よ り 所定の計画を策定 し 、 こ れに基づ き再生、 収集、 運搬、 処理処分をす る こ と にな っ てい

る 。

収集 さ れた一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない よ う 適正に処理処分す る ため 、 各市町村におい
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て廃棄物処理施設の整備に努めてい る 。

(1 ) し尿処理

し尿は 、 公共下水道において処理さ れ る も の を除 き 、 市町村 組合が し尿及び浄化槽汚泥を計画的

に収集 し処理 してい る 。

近年、 公共下水道の整備及び浄化槽の普及に伴い 、 水洗化人 口 が増加 してい る ため 、 市町村 組合

の し尿処理施設に よ る 処理量は減少 してい く 傾向 に あ る 。

し か し 、 下水道の整備には 、 長期にわた る建設期間が必要であ る こ と な どか ら 、 今後 も し尿処理施

設の役割は大 き い も のがあ る のが現状であ る 。

平成 6 年度におけ る し尿の処理状況については 、 図1捌こ示ず と お り であ る 。

ま た 、 し尿処理施設及び コ ニ テ ィ プ ラ ソ ト の整備状況等は表125及び表12鋼こ示す と お り であ る 。

図13 し尿処理系統図 (平成 6 年度) (単位 人, kQ)

①

総

人

ロ

620 , 789

②

麩

援
人
口

620 , 789

③

雍
人
口

322 , 794

⑤公共下水道

人 口 124 , 291

⑥浄化槽人 口

194 , 061

⑦ コ ミ プ ラ 人

ロ 4 , 442

④

莢
実
口

297 , 995

⑧計画収集人

口 257 , 056

⑨ 自 家処理人
口

40 , 939

排水 、 下水道終末処理場

浄 化 槽

(発議礎が処理)

コ ミ ニテ ィ ･ プ ラ ン ト

⑬泥でい

⑩ し 尿処理施 設 鯵7 ' 420
192 , 092

⑪ 下 水 道 投 入
20 , 790

⑫ 自 家 処 理
24 , 856

計画区域率 ②/① × 100= 100 . 0%

, ィし家 伶ノ↑ 〉 ,.“- 。。 ハヅ ノ 公共下水道水洗化率 ⑤/① × 100= 20 . 0%
晦平 ↓/↓~UV一 J乙 刃ん 、 浄化槽水洗化率 ⑥/① × 100= 31 . 3%

非水洗化率 ④/① × 100= 48 . 0%

計画収集率A ⑧/① × 100= 41 . 4% 計画収集率B ⑧/④ × 100= 86 . 3%

′ ! 自 家処理率A ⑨/① × 100= 6 . 6% 自 家処理率B ⑨/④ × 100= 13 . 7%

(⑲+⑪-⑱) × 10 3 ÷⑧÷365= 1 . 55 “ /入 日 ⑱ × 10 3 ÷⑥+⑦÷365= 0 . 93 “ /入 日

1 人 1 日 当た り し尿収集量 1 人 1 日 当た り 汚でい収集量

1 人 1 日 当 た り し尿排出量

(⑩+⑪十⑫-⑬) × 10 3 ÷④÷365= 1 . 57 “ /入 日
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(平成 7 年 3 月 末現在)表125 し尿処理施設の整備状況

設置主体名
施 設 の

名 称
施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

( kg / 日 )

処理方式
稼 働 開

始 年 月

B

平 成 6

年度中の
年間処理
実 績
( kQ / 年 )

B

A X年間
稼働日数

残 渣 量

( t /年)

東 部 広 域 行

政 管 理 組 合
因 幡 浄 苑

鳥取市秋里

1 0 3 7 番地
1 7 0

好 気 性

消 化

昭和

46 . 1 1
5 6 , 94 0 0 . 9 2 1 37

｢中 部 広 域 行
政 管 理 組 合

中部ク リ ー

ソ セ ソ タ ー

倉吉市小 田

468番地 1
1 4 0

標 準

脱 窒 素

平成

4 . 4
4 2 , 6 1 1 0 . 8 3 205

米 子 市 ほ か

9 か 町 村 衛

生 施 設 組 合

米 子

浄 化 場

米子 市安倍

2 1 3 番地
1 4 5

高 負 荷

脱 窒 素

平成

2 . 1 2
4 8 , 0 1 4 0 . 9 1 2 , 6 16

白 浜

浄 化 場

西伯 郡淀江 町

中 間 85 6 番地
8 0

高 負 荷

脱 窒 素

平成

2 . 12
2 4 , 3 2 6 0 . 8 3 1 , 250

境 港 市
境 港 市
浄 化
セ ン タ ー

境港市小篠津 町

3632 番地 1
5 0

高 負 荷

脱 窒 素

平成

元. 12
1 3 , 8 6 5 0 . 7 6 776

日 野 町 ･ 江

府 町 ･ 日 南

町 衛 生 施 設

組 合

清 化 園
日 野郡 江府 町大字

佐川 2 番地
30

二 段 活 性

汚 で い

昭和

58 . 3
6 , 3 3 6 0 5 8 36

。十 6 1 5 / 1 92 , 0 9 2 / 5 , 020

(平成 7 年 3 月 末現在)表126 コ ミ ニ テ ィ プ ラ ソ ト

“讓どき 目 処 理 方 式
計画処理人 口

国

実 処 理 人 口

(人)

。十 画 1 日

最 大 汚 水 量

( ポ ノ 日 )

稼 働 開 始 年 月

米子市河崎団地

汚 水 処 理 場
長時間 ぼ っ 気 3 , 000 1 , 881 900 昭和48年 4 月

米子市富益団地

汚 水 処 理 場
たり 2 , 000 1 , 703 600 昭和55年 4 月

米 子 市 旭 が 丘

汚 水 処 理 場
メソ 480 407 120 昭和55年 4 月

船 岡 町新庄地 区

地域 し尿処理施設
接 触 ぼ っ 気 254 21 1 94 昭和62年 4 月

境 港 市 弥 生

下 水 処 理 場
れ7 1 , 250 181 340 平成 5 年 4 月

青 谷 町 栄 町

コ ミ ューティ ･ フラン ト
イン 800 59 264 平成 7 年 3 月

。十 7 , 784 4 , 442
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(2) ごみ処理

地域住民の 日 常生活に伴 っ て排出 さ れ る ごみは、 図14の と お り 平成元年度を ピー ク に横ばい傾向が

続いてい る が 、 最終処分場等処理施設の確保が困難化 してい る状況か ら 、 ごみの排出量を抑制す る と

と も に資源化を推進す る こ と が重要な祟題 と な っ てい る 。

平成 6 年度におけ る ごみ処理の状況は 、 図15及び図16の と お り であ る が 、 市町村の収集計画に よ り

収集 さ れてい る も のは 、 計画処理区域内の総排出量の87%、 直接搬入量は 8 %、 自 家処理量は 5 %で

あ る 。

な お 、 ごみ処理施設整備状況は、 表127 、 表128の と お り であ る 。

図14 県内年間 ごみ排出量の推移

単位 ト ソ /年

排 第0 , 000

出 200 , 000
量

! {

‐14伊

年 度
昭 和 6 0

年 度

昭 和 6 1

年 度

昭 和 6 2

年 度

昭 和 6 3

年 度

平 成 元

年 度

平 成 2

年 度

平 成 3

年 度

平 成 4

年 度

平 成 5

年 度

平 成 6

年 度

□収集総量 1 63 , 6 1 2 1 73 , 1 9 1 1 86 , 97 2 1 94 , 568 2 02 , 1 05 204 , 26 3 202 , 607 203 , 56 3 20 1 , 6 67 206 , 66 1

□直接搬入 ごみ量 22 , 97 1 26 , 2 96 23 , 4 1 6 2 3 , 094 23 , 960 22 , 799 2 2 , 55 0 22 , 61 7 2 1 , 798 1 8 , 98 1

圀 自 家処理量 26 , 1 9 0 22 , 6 4 3 2 3 , 38 7 2 1 , 400 1 9 , 466 1 7 , 087 1 3 , 685 1 3 , 63 5 1 3 , 594 1 1 , 45 9

。十 2 1 2 , 77 3 222 , 1 3 0 2 3 3 , 775 2 39 , 06 2 2 45 , 53 1 244 , 1 49 238 , 842 239 , 8 1 5 2 37 , 0 59 237 , 099



図15 ごみ処理系統図 (平成 6 年度) (単位 人, t )

⑤収集 ご み量 21 , 41 1 直接埋立 最終処分場
206 , 661

l可 腐鉾 182鱗 焼却施設 21 '饅 焼却残渣の埋立 処理残渣“
l不 燃 ご み l ｢ 埋立30 , 1 48 18 17 , 640

343l資 源 ご み l 処理残渣の焼却1 , 1 25

i そ の 芻 れ 11蓼却以搬鴎理施設 “ ,れ
　　 　　　 　　 　　　 　
⑥直接搬入ごみ 設以外の 資源化等 を 行 う 施 設

③
計
画
収
集
人

口

②
計
画
処
理
区
域
内
人

口

6 1 1 , 923

④

　

家

処

理

人

ロ

8 , 866

18 , 981 0 高速堆肥 o
化 施 設

1 , 237 そ の 他 1 , 198
⑦ 自 家処理量 A

1 1 , 457620 , 789 620 , 789
施設処理に

伴 う 資源化量

> 3 , 498

。十画収集区域率 ②÷① × 100 = 100 . 0% ⑧市民団体等に ょ

計画収集率 ③÷① x 1oo= 98 . 6% る 集団回収量9 , 678

1 人 1 日 当 た り ごみ排出量 (収集対象) ⑤ x 1 0 6 ÷③÷365 = 912 g /入 日

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 (総量) (⑤+⑥十⑦) × 10 6 ÷②÷ 365= 1 , 046 g /入 日

資源化率= A÷ (⑤十⑥) = 1 . 6%

リ サ イ ク ル率= (⑧十A ) ÷ (⑤+⑥十⑧) = 5 . 6%

図16 ごみ処理の状況 (平成 5 年度)

その他(資源化等)

1 , 349 ト ン (0 . 6%)
ごみ処理量 ( ト ン )

最終処分量 ( ト ン )

焼却 中間処 直接
残 さ 理残さ 埋立 ぬ^ ^。つ L Y

21 , 032 17 , 640 2 1 , 41 1 〕〉 ' 〕〕〉 1 ノ
ト ソ ト ン ト ン

100 200 ト ンO
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表127 ごみ処理施設 (粗大 ごみ処理施設を除 く ) 整備状況 (平成 7 年 3 月 末現在)

設置主体名 施設の名称 施設の所在地

A

嬢樅
(t/ 日 )

炉型 式
稼働開

始年月

B

平 成 6

年度中の
年譜拠理
実 績
( t / 年 )

稼働率
B

(翁 沓 鬚)
残 渣 量

( t / 年 )

鳥 取 市
鳥取市神谷

清 掃 工 場
鳥取市西今在家228 270

全 連 続

燃 焼 式

平成

3 . 1 1
5 1 , 77 3 0 . 9 1 5 , 9 1 8

国 府 町 こ く ふ浄苑
国府町岡益

524 , 525
6
機 械 化

バ ッ チ式

昭和

46 . 1 2
2 , 1 29 1 . 44 1 40

岩 美 町
岩 美 町

清 掃 工 場

岩美町大字浦富字坊

谷
30 ん7

昭和

53 . 6
3 , 0 0 4 0 . 45 390

福 部 村 福 部 浄 苑 福部村大字中109 6 "7
昭和

50 . 4
1 , 000 0 . 68 77

河 原 町
河 原 町

ごみ処理場

河原町大字郷原

434 -- 2
8
機 械 化

バ ッ チ式

昭和

52 . 4
1 64 1 0 3 8

若 桜 町
若 桜 町 営

塵芥処理場
若桜町大字浅井 1 0 "7

昭和

5 1 . 5
1 , 043 0 . 36 2

智 頭 町
智 頭 町
ク リ ー ン
セ ン タ ー

智頭町南方57 1 6
機 械 化

バ ッ チ式

平成

2 . 4
2 , 2 2 7 0 . 5 7 3 1 8

八 頭 東 部

環境施 設組合

組 合 立

ごみ処理場

船岡町大字水 口

142- 2
2 0 "ア

昭和

50 . 1 0
428 1 . 07 3 3

ク リ ー ン
セ ン タ ー

や ず

河原町大字山手563

- 50
34 "ツ

平成

6 . 7
4 , 36 6 0 57 420

佐 治用 瀬 ご み

処理施 設組合

組 合 立

ごみ処理場

佐治村大字葛谷字水

工谷478一2
1 2 ‘ッ

昭和

48 . 7
2 , 1 98 0 74 72

気 高 郡

衛生施 設組合

な が お
ク リ ー ン

ステーシ ョ ン

気高町大字八束水21

60
2 5 乙ツ

平成

6 . 4
3 , 3 0 9 0 . 66 405

中 部 広 域

行政管理組合

向 山

清 掃 工 場
倉吉市和田東町893 36 れッ

昭和

44 . 8
1 0 , 5 7 6 1 . 1 5 1 , 05 8

東 伯

清 掃 工 場
東伯町田越104 5 0 んッ

昭和

49 . 1 2
1 8 , 48 7 1 . 36 1 , 848

米 子 市
米 子 市

清 掃 工 場
米子市河崎3333 290

連 続

燃 焼 式

昭和

54 . 4
5 5 , 77 7 0 . 87 7 , 5 94

境 港 市
境港市清掃

セ ン タ ー
境港市中野町2080 60

准 連 続

燃 焼 式

昭和

63 . 1
1 2 , 6 6 1 0 . 8 3 1 , 3 87

西伯町“劫A二か町清

掃施 表 管理 組 合
能竹焼却場 西伯町能竹 1 0

機 械 化

バ ッ チ式

昭和

55 . 6
1 , 8 0 7 0 . 5 8 1 73

日 吉 津 村
日 吉 津 村

塵芥処理場

日 吉津村 日 吉津

1866
3 "ソ

昭和

56 . 1
98 6 1 1 1 1 2 9

--.----･r--･‘----‘-r-
---′---、J--′t【

′-‘-----
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(平成 7 年 3 月 末現在)

設置主体名 処理場名 型 式

A

公称能力

( t / 日 )

稼働開始

年 月

B械6饑
年間処理

実 績

( t / 年 )

資 源

化 量

C

稼働 日 数

中部広域行政

管 理 組 合

向 山

清 掃 工 場
圧縮 ･ 破砕併用 50

昭和

48 . 4
6 , 650 2 , 221 2 73

西部広域行政

管 理 組 合

岸 本 中 間

処 理 場
圧縮 50

平成

元 . 1
13 , 464 O 2 76

。十 100 20 , 1 14 2 , 221

表128 粗大 ごみ処理施設
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設置主体名
施 設 の

名 称
施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

( t / 日 )

処理方式
稼 働 開

始 年 月

B

平 成 6

年度中の
年間処理
実 績
( t / 年 )

B

A X年間
稼働日数

残 渣 量

( t/年 )

淀 江 町
淀 江 町

ご み 焼却場

淀 江 町 大 字 福 岡

字 高 尾 谷
1 0

機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

53 . 4
2 , 2 8 8 1 . 0 6 2 3 9

大 山 町
大 山 町環境

美化セ ン タ ー
大 山 町 豊 房 1 2

機 械 化

パ ッ チ 式

昭 和

56 . 1
1 , 5 3 7 0 . 4 3 1 5 3

名 和 町
名 和 町

塵芥処理場

名 和 町 大 字 大 塚

8 7 7 - 2

3
固 定

バ ッ チ 式

昭 和

44 . 4
6 6 3 0 . 7 3

1 3 4

5
機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

51 . 4
1 , 2 0 8 0 . 7 9

中 山 町
中 山 町

清掃セ ン タ ー

中 山 町 羽 田 井

1 4 1 9 ‐ 3 2 4
7 た7

平 成

3 . 5
7 6 8 0 6 6 90

日 野 町
日 野 町

塵芥処理場
日 野 町 黒 坂 1 8 7

3
固 定

バ ッ チ 式

昭 和

45 . 7
3 5 8 0 . 4 0

1 0 9

5
機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

53. 4
8 3 4 0 . 5 6

日 南 町
日 南 町

清掃セ ン タ ー

日 南 町 下 石 見 字

九 畝 田
1 0

機 械 化

バ ッ チ 式

平 成

2 . ; 6
7 9 4 0 . 2 7 1 3 1

江 府 町
江 府 町

塵芥処理場
江 府 町 江 尾 4 7 5 5

機 械 化

ハ ッ チ 式

昭 和

54 . 4
1 , 4 2 9 0 9 8 73

溝 口 町
構 口 町

清掃セ ン タ ー
溝 口 町 福 島 1 0 れ7

平 成

元. 4
1 , 2 9 7 0 . 6 2 1 3 1

。十 956 / 183 , 1 1 1 /21 , 0 3 2



収集さ れた廃棄物は、 可能な限 り 焼却、 破砕等の中間処理を行 っ た後、 最終処分場において埋立処

分さ れて い る が 、 市町村が一般廃棄物を埋立処分 して い る最終処分場は表129の と お り であ り そ の

残余容量の合計は平成 6 年度末で約49万m3 と な っ てい る 。

一方、 平成 6 年度中に最終処分場に埋立処分 さ れた一般廃棄物は約 9 方鯖と な っ てい る 。

従 っ て 、 最終処分場の残余容量の合。十 と 年間埋立処分量か ら みて 、 平成 6 年度末において 6 年間程

度の処分が可能な状況と な っ てい る が 、 ごみの量が増加する一方で最終処分場の設置が年々困難と な っ

て き てい る ので 、 。十画的な最終処分場の確保と と も に 、 ごみの減量化を強力に推進す る こ と が必要で

あ る 。

表129 一般廃棄物最終処分場整備状況 (平成 7 年 3 月 末現在)

設置主体名 最終処分場名 所 在 地

埋立て

開 始

年 月

埋立て

終了予

定年月

面 積

(話)

全 体

容 量

(が)

6 年度
埋立て

実 績

(mツ年)

残 余

容 量

(が)

東部広域行政

管 理 組 合
末恒不燃物処理場

鳥取市伏野

2228

昭 和

5 9 4

平 成

汐 3
42 , 2 00 450 , 900 32 , 3 1 7 85 , 36 5

岩 美 町
岩 美 町 清 掃

工 場 灰 捨 場

岩美町大字恩志

字奥飯部
5 3 9 8 3 950 5 , 700 1 50 1 1 1

河 原 町 河原町ごみ埋立地
河原町大字中井

437
4 7 4 9 3 5 , 700 17 , 100 1 , 200 5 , 63 3

若 桜 町
若 桜 町 営

不 燃 物 処 理 場
若桜町大字浅井 4 6 . 4 9 . 3 4 , 5 5 3 22 , 765 1 00 1 50

中部広域行政

管 理 組 合
東 伯 埋 立 地 東伯町大字田越 49 1 2 1 0 3 9 , 9 00 80 , 700 8 , 2 9 7 3 1 , 402

環境プ ラ ン ト
工業株式会社

西部広域行

政管理組合

業 務 委

環境 プ ラ ン ト 工 業

一般廃棄物最終処分場

( 第 2 処 分 場 )

淀江町大字小波

字泉原

平 成

5 . 9
2 0 9 28 , 2 6 7 443 , 942 44 , 69 6 37 1 , 1 1 6

。十 // 91 , 570 1 , 02 1 , 1 07 86 , 76 0 49 3 , 777
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(3 ) 浄 化 槽

近年、 生活水準の向上、 生活様式の変化等に伴い 、 便所の水洗化への要望がたか ま り 県内の浄化

槽の設置基数 も 図17の と お り 毎年約2 , 000基程度増加 して お り 平成 7 年度末には47 , 269基を教え て

い る 。

こ れ ら の浄化槽が所期の機能を発揮す る ため には 、 設置工事、 保守点検 ･ 清掃等を適正に実施す る

こ と が必要であ る が 、 こ の専門的な知識、 技能、 経験を有 してい る 業者 と して法律及び条例の規定に

よ り 知事の登録等を受けた浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者の数は表131 、 表132 の と お り であ

る 。 ま た 、 台所排水な どの生活雑排水に よ る 湖沼 、 河川 の汚濁が進んでい る が 、 し尿 と併せて生活雑

排水を処理で き る 合併処理浄化槽は 、 下水道未普及地域におけ る 生活雑排水対策と して有効であ る 。

こ のため県においては 、 指導要綱に よ り 県下全域、 処理対象人員が51人以上の浄化槽を設置す る場

合には合併処理浄化槽と し な ければな ら な い こ と と し てい る 。

し か し 、 県内 に設置 さ れてい る 浄化槽の大部分が家庭用の小規模な も のであ る こ と か ら 、 家庭用浄

化槽について も 合併処理浄化槽の普及を図 る こ と が課題と な っ てい る 。

こ のため 、 合併処理浄化槽の生活雑排水対策上の有効性の啓発に努め る と と も に 、 平成 2 年度か ら 、

国庫補助 と併せて合併処理浄化槽設置に対す る 県費補助を行 っ てお り 、 平成 4 年度か ら補助対象区域

を全県下に拡大 し 、 合併処理浄化槽の設置推進に努めてい る と こ ろであ る 。

図17 浄化槽設置基数の推移

単位 基 47 , 269

45 , 218

40 , 000

32 , 552

め , 440

30 , 00O

20 , 000

昭 61 62 63 平 元 2 3 4 5 6 7

和 年 " " 成" " " " “ " "
度
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表130 保健所別浄化槽設置基数 (平成 8 年 3 月 末現在)

人槽 ＼＼~、＼保健所 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

~ 2 0 1 3 , 1 30 2 , 820 7 , 4 1 0 1 5 , 58 9 776 39 , 72 5

2 1 ′~ 5 0 1 , 484 26 1 1 , 0 1 1 2 , 0 1 3 1 5 3 4 , 922

5 1 () 1 0 0 46 3 1 1 0 34 1 64 1 66 1 , 62 1

1 0 1 () 2 0 0 1 5 3 33 1 22 2 1 3 24 545

2 0 1 () 3 0 0 62 22 54 7 3 1 4 225

3 0 1 () 5 0 0 39 1 0 3 1 43 7 1 30

小 。十 1 5 , 33 1 3 , 256 8 , 96 9 1 8 , 57 2 1 , 040 47 , 1 68

5 0 1 () 1 , 0 0 0 27 6 10 30 2 75

1 , 0 0 1 () 2 , 0 0 0 7 1 6 2 1 6

2 , 0 0 1 () 3 , 0 0 0 1
i

4 5

3 , 0 0 1 () 4 , 0 0 0 1 2 3

4 , 0 0 1 ′~ 1 1 2

小 。十 37 7 1 0 43 4 1 0 1

合 。十 1 5 , 368 3 , 26 3 8 , 9 79 1 8 , 6 1 5 1 , 044 47 , 26 9

　 　
= ′

　 　

(平成 8 年 3 月 末現在)

項 目 登 録 業 者 届 出 業 者 合 。十

業 者 数 1 1 250 261

表131 浄化槽工事業者数

(平成 8 年 3 月 末現在)

保 健 所 名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 合 計

61業 者 数 18 1 8 31 3

表132 浄化槽保守点検業者数

住) 業者数と は 、 主た る営業所の所在地に よ る 。
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(4) 監視 ･ 指導状況

廃棄物処理法第19条並びに浄化槽法第53条に基づ く 立入検査状況は次表の と お り であ る 。

表133 廃棄物関係監視 指導状況

＼
一 般 廃 棄 物

下 榮
水 処ミ
道 漿 合計し尿処理施設 浄化槽 み処理施設

組 処

大 理

ご 施

み 没 その他 小計
立 入 検査 件 数 26 764 68 7 40 905 25 930

理化学検査件数 24 392 62 5 28 51 1 25 536

(平成 7 年度)

2 減量化対策

改正 さ れた廃棄物処理法では 、 排出 さ れた廃棄物を焼却等中間処理 し 、 最終処分す る な ど 、 い か に

して処理す る か と い う 従来の廃棄物処理の考え方を転換 し 、 減量化や資源化、 再生利用を国民、 事業

者等関係者の責務と して 明示 したほか 、 市町村に廃棄物減量等推進審議会の制度が新没 さ れ る な ど減

量化を進め る ための諸施策が整備 さ れた。

ごみの減量化、 資源化は、 住民、 事業者、 行政の三者が一体と な っ て取 り 組むべ き重要課題であ る 。

県では 、 ごみの減量化、 資源化を広域的に進めてい く ため 、 平成 5 年 3 月 に 、 ① ごみ の排出抑制、

②資源回収の推進、 ③再生品利用の推進、 ④啓発普及、 ⑤減量化、 リ サ イ ク ル推進体制の確立を基本

方針とす る ｢ ごみ減量化 ･ リ サ イ ク ル推進に関す る基本。十画｣ を策定 した。

こ の 。十画では 、 住民、 事業者、 行政が果たすべ き役割を 明 ら か に してお り 、 県では 、 計画の具体的

実施に向けて各種の施策を積極的に行 っ てい く と と も に 、 広 く 県民に啓発、 普及を 図 っ て い く こ と と

してお り 、 平成 6 年 3 月 に 、 住民、 事業者、 行政に よ っ て構成す る ｢鳥取県 ごみ減量化 ･ リ サ イ ク ル

推進協議会｣ を設置 し 、 平成 6 年 5 月 には 、 同協議会を開催 し 、 各主体の取組状況の発表、 意見交換

等を行い 、 ごみの減量化 リ サ イ ク ル推進の気運の高揚を図 っ た と こ ろ であ る 。

第 2 節 産業廃棄物

1 産業廃棄物の現況

事業活動に伴 っ て排出 さ れ る産業廃棄物は 、 農業を除けば増加傾向を示 してお り ま た 、 質的に も

多様化す る状況にあ る 。

ま た 、 産業廃棄物処理施設の設置に当た っ て 、 地元住民等の理解を得 る こ と が困難な場合 も 多 く 、

処理施設の確保難や不法投棄な どの不適正処理が問題 と な る な ど 、 産業廃棄物をめ ぐ る 状況は、 極め

て深刻な も の と な っ てい る 。

こ う い っ た状況のな かで、 平成 4 年 8 月 に 、 廃棄物処理法が全面改正さ れた と こ ろ であ り 県では
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新 しい法秩序の も と で、 こ れ ら の課題に適切に対応す る ため に 、 平成 4 年に策定 した第 3 次鳥取県産

業廃棄物処理。十画を見直 し 、 第 4 次鳥取県産業廃棄物処理。十画を平成 8 年度中に策定す る こ と と し て

い る 。

( 1 ) 産業廃棄物の発生状況

平成 6 年度の産業廃棄物の発生量は2 , 582千 ト ン で 、 平成元年の2 , 956千 ト ン と 比較す る と

12 . 7% (約374千 ト ン ) 減少 してい る 。

種類別にみ る と 、 汚泥、 家畜ふん尿 、 種類別発生量推移

建設廃材の 3 種類で、 全発生量の約92% 薄々藝195 (6 . 6 ) ~ も
226 (7 . 6 )

を 占めてい る 。

平成元年 と比較す る と 、 汚泥、 建設廃

材は ほぼ横ばい の状況にあ る が 、 家畜ふ

ん尿の減少が著 し い 。 1 377 46 . 6 1 370 53 . 0

平成元年 平成 6 年

圏汚泥 圏家畜糞尿 □建設廃材 囮その他

(2) 産業廃棄物の処理 ･ 処分状況

産業廃棄物発生量の う ち 、 有価物を除 く 96 . 1%が廃棄物と して排出 さ れてい る 。 排出 さ れた

産業廃棄物は 、 約70%が中間処理 (脱水、 焼却等) に よ り 減量化 さ れ 、 約13%が再生利用 、 約

16%最終処分 (埋立等) さ れてい る 。
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(単位 千 ト ン )

資 源 化 量発 生 量 有 価 物 量

1 , 803 70

100 . 0%] [3 . 9 0。

有 効 利 用 量 再 利 用 量

23 r 減 量 化 量 ･ 233
[ 1 . 3%] [ 12 . 9%]
〈 1 . 3%〉 1 , 21 9 〈 13 . 4%〉

[67 . 6%]
〈70 . 3%〉

排 出 量 中 間 処 理 量 残 渣 量 最 終 処 分 量

1 , 733 1 , 608 389 277

96 . 1 。 89 . 2 。 21 . 6 。 15 . 4%

<100 ‐ 0%> く92 ‐ 8%> く22 ‐ 4%> < 16 ‐ 0%>

未 処 理 量 そ の 他 量

102 4

① 発生量、 排出量 (農業を除 く 。 )

農業を除 く 、 県内で発生 した産業廃棄物の処理 ･ 処分状況をみ る と 、 発生量1 , 803千 ト ン ( 100

%) に対 して 、 有価物量 (何 ら 中間処理も行わずに 自 ら利用又は売却 さ れた も の。 ) が70千 ト ン

(発生量の3 . 9%) 、 排出量が 、 1 , 733千 ト ン ( 同96 . 1%) と な っ て い る 。

(業種別) 排出量の多い業種は 、 鉱業 (排出量の38 . 3% 、 以下同様) 製造業 (34 . 0%) 建

没業 ( 15 . 3%) 、 水道業 ( 1 1 . 3%) の順 と な っ て い る 。

な お 、 製造業を中分類でみ る と 、 パルプ ･紙が最も 多 く 製造業の57%を占めてい る 。

(種類別) 排出量の多い種類は 、 汚でい (78 . 9% ) 建設廃材 ( 12 . 8%) 木 く ず (2 . 3%)

の順 と な っ てい る 。

(地域別) 排出量 (建設業を除 く 。 ) の多い地域は 、 西部 (51 . 3%) 東部 (42 . 5%) 中部

( 6 %) の順 と な っ てい る 。

② 中間処理 (農業を除 く )

中間処理は、 1 , 608千 ト ン で排出量の92 . 8% と な っ て い る 。

種類別では、 汚でい (中間処理量の84 . 2%) 、 建設廃材 (9 . 9%) 木 く ず (2 . 4%) 紙 く ず

(0 . 7%) の順 と な っ てい る 。

･ 中間処理に よ る減量化は、 1 , 2 19千 ト ン (排出量の70 3%) と な っ てい る 。

③ 最終処分 (農業を除 く )

･ 最終処分量は、 277千 ト ン で排出量の16 . 0% と な っ てい る 。

･ 最終処分の多い業種は 、 鉱業 (最終処分量の44 . 3%、 以下同様) 建設業 (38 . 8%) 製造業
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( 15 . 3%) の順と な っ てお り 、 種類別では、 汚でい (55 . 9%) 建設廃材 (32 . 5%) の順と な っ

てい る 。

(3) 産業廃棄物の処理 ･ 処分状況の平成元年との比較 (農業を除 く 。 )

処理 処分の状況を平成元年 と比較 してみ る と 、 中間処理率が9 . 8 ポ イ ン ト 増 と な っ たが 、 減量

化率は0 . 4 ポ イ ン ト 下が っ てい る 。 ま た 、 最終処分率は2 . 3 ポ イ ン ト (量は41千 ト ン ) 資源化率は

0 . 9 ポ イ ン ト (量は17千 ト ン ) 増 と な っ てい る 。

(単位 千 ト ン )

資 源 化 量発 生 量 有 価 物 量

1 , 803

( 1 , 795)

有 効 利 用 量 再 利 用 量
/ /

23

( 1 1 1 )

く 1 ‐ 3%> 減 量 化 量
く6 . 5%〉 ÷ラテ 、

1 , 2 19

( 1 , 221 )

く70 . 396〉 [67 . 6%]

〈72 . 0%〉[68 . o%]

中 間 処 理 量 残 渣 量中 間 処 理 量 残 渣 量 最 終 処 分 量排 出 量

1 , 733

( 1 , 695)

/ / /

1 , 608 389

( 1 , 407) ( 186)

〈92 . 8%〉 [89 . 2% ] 〈22 . 4%〉

〈83 . o%〉[78 . 4%] 〈 1 1 . 0%〉

未 処 理 量 そ の 他 量未 処 理 量

102

( 178)

4

(52 )

100 . o o

[ 100 . 0%]

く 100 . 0%〉[96 . 1%]

1%]〈100 . 0%〉[94 . 4%]

( ) 内 は平成元年状況

[ ] 内 は対発生量比

〈 〉 内は対排出量比 く5 . 9%〉 〈o . 2%〉
上段%は平成 6 年状況 〈1o . 5%〉 く3 . 1%〉
下段%は平成元年状況

(4) 移動状況

① 県内への移動

県外か ら搬入 さ れた量は11千 ト ン で 、 そ の殆 どが中間処理 ( 10千 ト ン で87%) のため に搬入 さ

れてい る 。

② 県外への移動

県外に搬出 さ れた量は79千 ト ン で 、 そ の内訳は埋立処分量が49千 ト ン (63%) 資源化量は26

千 ト ン (33%) 中間処理は 4 千 ト ン ( 5 %) であ る 。
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こ れ ら の県内排出量及び処理量に占め る割合は、 排出量は4 . 6%、 最終処分量の17 . 7%等 と な っ

てい る 。

平成元年におけ る 県外での最終処分量は10千 ト ン で 、 全最終処分量236千 ト ン の4 . 2%であ り

平成 6 年の県外最終処分量は4 . 9倍に増加 してい る 。

産 業 廃 棄 物 の 流 出 流 入 状 況

(単位 . ト ソノ年)

種 類 ＼＼~＼＼ 区 分
県外への流出量

資源化量 中間処理量 埋立処分量

県内への流入量

資源化量 中間処理量 埋立処分量資源化量 中間処理量 埋立処分量 資源化量 中間処理量 埋立処分量

合 。十 78 , 705 25 , 655 3 , 600 49 , 450 1 1 , 165 1 , 269 9 , 768 128

安 定 型 産 業 廃 棄 物 。十

廃 プ フ ス チ ッ ク 類

ゴ ム く ず

金 属 く ず

ガ フ ス ･ 陶 磁 器 く ず

建 設 廃 材

42 , 742 6 , 724 617 35 , 401 5 , 343 1 , 269 3 , 946 12#

廃 プ フ ス チ ッ ク 類 2 , 498 1 , 335 439 724 1 , 061 565 496 O

ゴ ム く ず O O O O O O O O

金 属 く ず 6 , 732 5 , 174 73 1 , 485 170 O 170 O

ガ フ ス ･ 陶 磁 器 く ず 2 , 808 214 105 2 , 489 10 O 10 O

建 設 廃 材 30 , 704 1 O 30 , 703 4 , 102 704 3 , 270 128

管 理 型 産 業 廃 棄 物 。十

燃 え 殻

汚 泥

廃 油

廃 酸

廃 ア ル カ リ

紙 く ず

木 く ず

繊 維 く ず

動 ･ 植 物 性 残 渣

鉱 さ い

ぽ い じ ん

感 染 性 産 業 廃 棄 物

L 廃 自 動 車

35 , 963 18 , 931 2 , 983 14 , 049 5 , 822 O 5 , 822 O

燃 え 殻 7 , 1 75 5 , 634 O 1 , 54 1 O O O O

汚 泥 11 , 922 1 , 7 1 1 1 , 131 9 , 080 515 O 51 5 O

廃 油 2 , 255 1 , 999 194 62 〃24 O 724 O

廃 酸 378 346 32 O 10 O 1 0 O

廃 ア ル カ リ 629 O 629 O 49 O 49 O

紙 く ず 1 , 352 1 , 352 O O O O O O

木 く ず 6 , 471 6 , 021 450 O 645 O 645 O

繊 維 く ず 214 186 27 1 O O O O

動 ･ 植 物 性 残 渣 1 , 605 1 , 503 O 102 1 , 887 O 1 , 887 O

鉱 さ い 3 , 631 O 450 3 , 18 1 O O O O

ぽ い じ ん 107 O 32 75 O O O O

感 染 性 産 業 廃 棄 物 38 O 38 O 1 , 992 O 1 , 992 O

廃 自 動 車 186 179 O 7 O O O O

(5 ) 将来予測排出量 (農業を除 く 。 )

平成 6 年排出量1 , 733千 ト ン に対す る 平成12年の排出量は1 . 28倍の2 , 214千 ト ン と 見込 ま れてい る 。

業種別にみ る と 、 増加率は水道業が高 く ( 174%) 、 増加量では製造業が高い ( 174千 ト ン )

種類別にみ る と 、 増加率、 増加量 と も 汚泥が最 も 高い 。

地域別にみ る と 、 西部地区が増加率、 増加量と も に高 く 東部地区、 中部地区の順と な っ て い る 。

(6) 産業廃棄物処理業の。午可の現況

産業廃棄物の処理を業 と し て行お う と す る 者は 、 当該業を行お う と す る 区域を管轄す る都道府県

知事の 。午可を受けな ければな ら な い が 、 本県におけ る 平成 8 年度末の 。午可の状況は表134の と お り

であ り 産業廃棄物処理業者の平成 4 ~ 6 年度事業実績は表135の と お り であ る 。
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表134 産業廃棄物処理業者の 。午可の現況

業 の 種 類 産業廃棄物処理業
特 別 管 理 産 業

廃 棄 物 処 理 業
。十

県内業者
収 集 ･ 運 搬 1 1 7 1 1 1 2 8 ( 1 1 9 )

中 間 処 理 2 1 3 ( 3 )

最 終 処 分 3 O 3 ( 3 )

収 集 ･ 運 搬 、 中 間 処 理 2 5 5 3 0 ( 2 5 )

収 集 ･ 運 搬 、 最 終 処 分 9 O 9 ( 9 )

収 集 ･ 運 搬 、
中 間 処 理 、 最 終 処 分

4 O 4 ( 4 )

小 口十 1 6 0 1 7 1 7 7 ( 1 6 3 )

県外収集 ･ 運搬業者 1 3 7 4 5 1 8 2 ( 1 4 3 )

合 。十 2 9 7 6 2 3 5 9 ( 3 0 6 )

(平成 8 年 3 月 末現在)

備考(1 ) 特別管理産業廃棄物処理業と は 、 産業廃棄物の う ち 、 爆発性、 毒性、 感染性その他の人の健

康 ま たは生活環境に係 る被害を生ず る おそれが あ る 性状を有す る ｢特別管理産業廃棄物｣ を

取 り 扱 う 処理業者であ り 、 産業廃棄物処理業者 と は 、 ｢特別管理産業廃棄物｣ 以外の産業廃

棄物を取 り 扱 う 処理業者であ る 。

(2 ) 計の ( ) 内 は 、 産業廃棄物処理業 と特別管理産業廃棄物処理業の。午可を併せ持つ処理業者

を差 し引 い た実業者数であ る 。

表135 産業廃棄物処理業者の事業実績 (※平成 7 年版白書の再掲) (平成 7 年 3 月 末現在)

区 分
処 理 実 績 ( t / 年 )

平 成 4 年 度 平 成 5 年 度 平 成 6 年 度

収 集 運 搬 量 1 5 9 , 4 9 5 1 2 5 , 4 9 6 1 5 7 , 9 8 9

中 間 処 理 量 37 , 5 5 9 8 0 , 7 4 8 9 9 , 4 2 7

最 終 処 分 量 6 8 , 4 3 6 5 9 , 5 2 2 6 7 , 4 4 8

( 7) 産業廃棄物処理施設の設置状況

① 中間処理施設の設置状況

発生 した産業廃棄物は事業者又は産業廃棄物処理業者の設置す る 中間処理施設に よ り 可能な限

り 減量化 さ れ る が 、 こ れ ら の中間処理施長の う ち一定規模以上の も のについては ｢産業廃棄物処

理施設｣ と して許可を受け る こ と と さ れてお り 県内の 。午可施設設置状況及びその処理実績は表

136の と お り であ る 。 ･
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表136 中間処理施設の設置状況 (※平成 7 年版 白書の再掲) (平成 7 年 3 月 末現在)

施 設 の 種 類 施 長 数 処 理 能 力 平成 6 年度処理実績

汚 泥 の 脱 水 施 設 礎 )
3 , 5 8 4 が / 日

( 3 , 6 2 7つ
3 6 3 , 4 5 7 t

( 3 7 0 , 8 6 3 )

汚 泥 の 乾 燥 施 長 ( あ
8 4 nコツ 日

( 1 0 2 )
2 0 , o o o t

( 2 0 , 0 0 0 ) ｣

汚 泥 の 焼 却 施 設
4

( 5 )
1 3 5 nns / 日

( 1 3 7 )
2 0 , 1 2 4 t

く 2 0 , 3 4の

廃 油 の 油 水 分 離 施 設
1

( 2 )
4 0 ms / 日

( 4 6 )
7 , 2 0 o t

( 9 , 5 5 3 )

廃 油 の 焼 却 施 設 ( あ
8 が / 日

( 8 ) ( 8 8 8 )t
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類の破砕施設 ( ら

2 1 ‐ 4 t / 日
( 2 5 . 9り に 6 1 9 ゞ

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類の焼却施設
6

( 9 )
1 9 ‐ o t / 日

( 1 9 . 3 )
2 , 7 7 3 t

( 3 , 8 9 7 )

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設 8 5 1 . 2 が / 日 8 t

木 く ず の 焼 却 施 設
3

( 5 )
1 2 1 t / 日

に 1 2 3 )
3 4 2 9 t

( 4 , 2 1 3 )

解) ( ) 内 は 、 。午可規模未満の処理施没で県で把握 してい る も の を含む。

② 最終処分場の設置状況

発生 し た産業廃棄物は 、 中間処理に よ り 可能な限 り 減量化 さ れた後、 最終処分場において埋立

て処分 さ れて い る が 、 事業者及び産業廃棄物処理業者が装置す る 最終処分場の設置状況は表137

の と お り であ る 。

表137 最終処分場の設置状況 (※平成 7 年版白書の再掲)

(平成 7 年 3 月 末現在)

設 置 主 体 施 設 数 平成 6 年度の処理実績

事 業 者 ( 1 8 )
1 , 9 6 4 t

( 2 , 9 4 9 )

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者
1 9

( 2 5 )
6 4 , 0 2 7 t

( 6 5 , 4 8 4 )

合 。十
2 4

( 3 5 )
6 5 , 9 9 1 t

( 6 8 , 4 3 3 1

(注) ( ) 内 は 、 。午可規模未満の処理施設で県で把握 してい る も の を含む。

(8) 監視 ･ 指導状況 p

産業廃棄物関係の監視 ･ 指導状況は表138の と お り で あ る 。

表138 産業廃棄物関係監視 ･ 指導状況

立 入 場 所 立 入 検 査 件 数 理 化 学 検 査 件 数

排 出 事 業 所 2 0 9 O

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 8 9 O

中 間 処 理 施 設 1 8 9 4 3

最 終 処 分 場 4 1 2 1 4 0

そ の 他 26 5 7

合 計 1 , 1 6 4 1 9 0

(平成 7 年度)
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2 産業廃棄物処理対策

(1 ) 産業廃棄物処理計画の基本方針

県内で発生す る産業廃棄物を適正に処理す る こ と は 、 産業活動の円滑な推進のみでな く 、 生活環境

の保全及び公衆衛生の 向上を図 る う えで、 極めて重要であ り 、 第 3 次鳥取県産業廃棄物処理計画では

次の事項を本計画に よ る産業廃棄物処理の基本方針 と して い る 。

ァ 事業者処理責任に基づ く 適正処理の推進

事業者は 、 そ の事業活動に よ っ て排出す る産業廃棄物を 、 自 ら の責任 と 負担において適正に処

理 し な ければな ら な い 。

事業者は 、 産業廃棄物処理業者 (以下 ｢処理業者｣ と い う 。 ) への委託に よ り 産業廃棄物を処

理す る場合であ っ て も 、 産業廃棄物が適正に処分 さ れ る ま で 、 そ の産業廃棄物に責任を持たな け

ればな ら ない 。

処理業者は 、 受託 した産業廃棄物を適正に処理 し なければな ら な い 。

イ 減量化 ･ 再資源化等の推進

事業者は、 生産工程の改善等に よ り 産業廃棄物発生量の抑制に努め る と と も に 、 事業者及び処

理業者は 、 積極的に資源化 ･ 有効利用 を促進 して 、 処理必要量の減量に努め る も の と す る 。

事業者及び処理業者は、 産業廃棄物の処理に当た っ ては 、 適切な中間処理に よ り 極力減量化を

図 る と と も に 、 安定化、 無害化に努め る も の と す る 。

ゥ 最終処分場等必要な産業廃棄物処理施設の確保

事業者及び処理業者は 、 周辺環境等に配慮 した設置計画の も と に 、 県民の理解と協力を得な が

ら 、 最終処分場等必要な産業廃棄物処理施設の確保を図 る も の と す る 。

県及び市町村は 、 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図 る と と も に 、 産業の育成振興を図 る

観点か ら適正な産業廃棄物処理施設の確保について協力す る も の と す る 。

ェ 県が関与 し た産業廃棄物処理施設の検討

県は 、 県内で発生 し た産業廃棄物の適正処理を確保す る ため 、 公共関与に よ る 産業廃棄物処理

の実施方策について検討を行い 、 必要な施策を講 じ る よ う 努め る も の と す る 。

オ 不適正処理防止対策の強化

県は 、 市町村の協力を得なが ら 、 産業廃棄物処理に関す る 監視 指導や不法投棄パ ト ロ ールな

ど不適正処理防止対策の強化に努め る も の と す る 。

(2) 産業廃棄物処理対策

産業廃棄物の適正処理を図 る ため 、 第 3 次鳥取県産業廃棄物処理。十画を基本 と した各種の施策を推

進 してい る 。

ァ 事業者、 処理業者への指導、 監督

事業者及び処理業者に対 して 、 排出事業者処理責任の明確化、 排出量の抑制 減量化、 再生資
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源化の推進及び適正処理の確保等について助言、 指導、 監督の強化を図 り 産業廃棄物の適正処

理を推進 して い る 。

イ 産業廃棄物処理指導要綱の施行

県内の産業廃棄物を適正に処理す る ため には 、 そ の地域の実情に応 じた処理施設の確保が重要

であ る 。

こ のため 、 県では 、 産業廃棄物処理施設の設置をめ ぐ っ ての設置予定者と地域住民等 と の紛争

の防止に努め 、 地域 と共存 し た処理施設の確保を図 る ため 、 ｢鳥取県産業廃棄物の処理に関す る

指導要綱｣ 及び ｢産業廃棄物処理施設等の立地環境に関す る指針｣ を策定 し 、 平成 4 年 4 月 1 日

か ら施行 し た。

こ の要綱では、 処理業者等が行 う 処理施設の設置及び維持管理に関 し必要な事項を定め る と と

も に 、 県外産業廃棄物の搬入に係 る 事前協議制度を規定 し 、 搬入産業廃棄物の厳正な管理を図 っ

てい る 。

ま た 、 こ の要綱の円滑な運用を図 る ため 、 ｢産業廃棄物最終処分場の構造指針及び維持管理指

針｣ を策定 し 、 平成 6 年 6 月 1 日 か ら施行す る と と も に 、 平成 7 年度には 、 ｢産業廃棄物中間施

設の構造指針及び維持管理指針｣ を策定 し 、 平成 8 年 6 月 1 日 か ら施行 した と こ ろ であ る 。 今後

は 、 こ れ ら の指針に基づ き産業廃棄物処理施設の適正な設置及び管理を確保す る よ う 処理業者等

を指導 してい く こ と と してい る 。

ゥ 医療廃棄物の適正処理対策

病院、 診療所、 衛生検査所等の医療関係機関か ら排出 さ れ る 医療廃棄物については 、 感染事故

の発生につなが ら な い よ う 滅菌等の処理が完全にな さ れな ければな ら な い 。

県では 、 厚生省か ら示 さ れた ｢医療廃棄物処理ガイ ド フ ィ ン ｣ を基本 と し て平成 2 年 2 月 に

｢鳥取県医療廃棄物処理指導指針｣ を策定 し 、 医療廃棄物の適正処理に努めて き た。

さ ら に 、 平成 3 年10月 の廃棄物処理法の改正に伴い厚生省か ら示 さ れた ｢感染性廃棄物処理マ

ニ ュ ア ル｣ に基づ き 、 新た に ｢鳥取県医療廃棄物適正処理指針｣ を策定 し 、 平成 5 年 4 月 1 日 か

ら施行 し 、 適正処理を推進 してい る 。

ェ 不法投棄対策の推進

全国的な最終処分場の不足や道路交通網の整備に伴い 、 本県において も産業廃棄物の不法投棄

の増大が懸念 さ れてい る と こ ろ であ る が 、 こ の産業廃棄物の不法投棄の早期発見及び未然防止を

図 る ため 、 ｢産業廃棄物不法投棄民間監視員制度｣ を平成 3 年 2 月 に設置 し た 。

監視員は 、 市町村長の推薦に よ り 知事が委嘱 (市及び 日 南町 2 名 、 町村 1 名 ) し て お り 月 に

2 日 間 、 担当市町村の区域におけ る パ ト ロ ー ル活動に当た っ てい る 。

ま た 、 不法投棄事案の処理について 、 市町村及び警察等関係機関 と の連絡体制を強化 し 、 投棄

者の究明 を行 う と と も に 、 投棄物の処理及び再発防止を図 る ため 、 平成 4 年 6 月 に ｢鳥取県産業
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廃棄物不法投棄事案処理指針｣ を策定す る と と も に 、 投棄者不明の場合の原状回復措置 と して市

町村への助成制度を創設 した。

オ 公共関与に よ る処理

近年、 産業廃棄物については 、 民間事業者に よ る 最終処分場等処理施設の整備が困難と な る と

と も に 、 不法投棄等不適正処理が増加す る な ど 、 産業廃棄物を巡 る 問題は社会問題と な っ てい る 。

こ の様な状況の中で県では、 平成 4 年度か ら 5 年度にかけて 、 専門の委員会を設置 し 、 公共が

関与 した産業廃棄物処理の必要性、 公共関与事業の事業主体の形態等について検討を行 っ た。

こ の結果、 公共が関与 した産業廃棄物処理事業の必要性と と も に 、 公共関与事業の事業主体は、

排出事業者責任を最大限に履行で き る 官 (県 、 市町村) 民共同出資に よ る ｢第三セ ク タ ー方式｣

が望 ま し い等の報告がな さ れた。

県では 、 こ の報告を受けて 、 平成 6 年度に産業廃棄物処理のための第三セ ク タ ー の設立準備に

着手 し 、 平成 6 年12月 に ｢財団法人鳥取県環境管理事業セ ン タ ー｣ (以下 ｢セ ン タ ー｣ と い う 。 )

が発足 した と こ ろ であ る 。

セ ン タ ーでは 、 平成 7 年 8 月 に産業廃棄物処理施設 (東部処分場) の建設場所や規模等を決定

し 、 地元へ協力要請を行 う と と も に 、 建設へ向けての準備に取 り かか っ てい る と こ ろ であ る 。

県 と し て も 、 公共関与事業の円滑な推進を図 る た め 、 セ ン タ ー に職員を出向 さ せ る と と はこ ･

全面的にセ ン タ ー の業務を支援 してい る と こ ろ であ る 。
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第 9 章 中小企業に対する貸付け

表139 鳥取県中小企業設備資金制度 (平成 7 年度)

貸 付 対 象 中 小 企 業 者 又 は 事 業 協 同 組 合 等

対 象 施 設

貸 付 限 度 額

貸 付 利 率

返 済 方 法

取 扱 金 融 機 関

土地、 建物、 構築物、 機械長備

5 , 000 万円以内 (組合等 5 , 000 万円以内 )

年 3 . 8%以内 (保障付の場合年 3 . 4%以内 )

12 年以内 ( 2 年以内 の据置 き を含む。 )

県指定金融機関

表140 公害防止資金貸付実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 金 額

平 成 元

2

3

4

5

6

7

1 件

3

2

1

O

O

O

1 5 0 0 万円

6 3 2 0

3 8 3 0

5 0 0 0

表141 施設別貸付実績

年度 ＼＼＼＼＼施設別
汚 水 処理 施 設 ぽい じ ん防止施設 そ の 他

件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額

平 成 元

う 2

3

4

5

6

7

14らリリ乙TA
1 5 0 0

6 3 2 0

3 8 3 0

5 0 0 0
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( 2) 中小企業近代化資金等助成法に よ る 設備近代化資金 (無利子) に よ る 貸付け

表142 中小企業設備近代化資金貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

平 成 元

2

3

4

5

6

7

一 件

5

1

2

一 万円

7 3 8 6

1 1 5 0

1 9 8 0

汚水処理施設

汚水処理施設

汚水処理施設、 産業廃棄物処理装置

(3) 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る貸付け

表143 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る貸付実績

( 産 業公害防止貸 付 ) ( 公 害 貸 付 )

＼＼＼~造u度年度

中 小 企 業 金 融 公 庫 国 民 金 融 公 庫

件 数 金 7額 件 数 金 額

平 成 元

2

3

4

5

6

7

一件

2

2

3

1

一万円

3 , 500

6 , 000

15 , 00O

9 , 000

一件 一万円

(4) 環境事業団貸付け

表144 環境事業団貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

平 成 元

2

3

4

5

6

7

件

該当な し

2

万円

2 4 7 0 0 産業廃棄物処理施設、 汚水処理施設

｣
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第10章 公害紛争処理 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度の現況

公害をめ ぐ る紛争は 、 因果関係の解明が困難な と こ ろ か ら 、 公害の裁判に よ る 解決に膨大な時間 と 費

用 を要す る のが実情であ り 、 し か も 公害の被害は単に財産上の被害に と ど ま らず、 人の健康、 生命に及

ぶ場合も 少な く な く 、 ま た 、 被害者は比較的弱い立場に あ る 一般住民であ る のが通例であ る 。

こ のため 、 訴 。公 と は別に紛争を早期に解決す る こ と を 目 的に 、 昭和45年に公害紛争処理法 (昭和45年

法律第108号) が制定 さ れた。

こ の法律に規定す る紛争処理の方法は 、 あ っ せん 、 凋停、 仲裁並びに裁定 と な っ て お り 、 紛争処理機

関は、 中央機関 と都道府県 と が あ り 、 都道府県の機関については、 常設の審査会方式の機関 と紛争処理

にあた る べ き候補者を あ ら か じ め委嘱 してお く 名簿方式 と があ る 。

本県の場合は 、 名簿方式を採用 し 、 公害審査委員候補者13名 を お き 、 公害紛争事件が 申 。青 さ れた場合

は 、 知事が候補者の中か ら 3 人の委員を指名 し 、 公害紛争の処理にあた る体制を と っ て い る 。

第 2 節 公害苦情受理処理状況

1 公害苦情受理状況 (県 、 市町村新規受理分)

( 1 ) 平成 7 年度におけ る 本県の公害苦情受理件数は153件であ り 平成 6 年度142件に比べ1 1件増加 し

てい る 。

(2) 年度別公害苦情種類別受理件数は、 次の と お り であ る 。

＼＼＼＼、 年度
、＼＼＼、
額 、＼＼＼＼公害の種類

平 成 2 平 成 3 平 成 4 平 成 5 平 成 6 平 成 7

大 気 汚 染 1 8 9 1 3 9 1 4 2 5

水 質 汚 濁 4 1 2 1 1 9 2 5 1 7 2 7

騒 音 2 5 1 2 1 8 1 2 3 1 2 0

振 動 1 2 1 6 4

悪 臭 1 9 1 2 1 9 2 2 3 2 3 2

土 壌 汚 染

一

一 一

そ の / 他 3 7 9 8 6 1 6 0 4 2 4 4

計 1 4 1 1 5 2 1 3 2 1 2 9 1 4 2 1 5 2

公害の種類別苦情は 、 平成 7 年度受理件数では 、 水質27件 (18%) 悪臭32件 (2 1%) 騒音20
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件 (13%) 、 振動 4 件 ( 3 %) 、 大気汚染25件 ( 16%) 、 そ の他44件 (29%) と な っ てい る 。

(3) 受理件数の多い市町村は、 米子市37件 (前年度49件) を最高に 、 鳥取市32件 (前年度34件) 境港

市21件 (前年度16件) 日 吉津村13件 (前年度1 1件) の順 と な っ て お り ほ と ん どが市部に集中 して

い る 。

2 公害苦情の処理状況 (県、 市町村新規受理分)

平成 7 年度におけ る 公害苦情件数152件中解決 し た も の150件で 、 解決率は99% と な っ てい る 。

平成 7 年度の公害苦情種類別処理状況は 、 次の と お り であ る 。

＼＼＼延ぞ公害の種類

受 理 件 数 A 解 決 件 数 B 解決率 公 × 1の) %

大 気 汚 染 2 5 2 5 1 0 0

水 質 汚 濁 2 7 2 7 1 0 0

騒 音 2 0 1 8 9 0

振 動 4 4 1 00

悪 臭 3 2 3 2 1 0 0

土 壌 汚 染 2 -

そ の 他 4 4 4 4 1 00

。十 1 5 2 1 5 0 9 9

3 公害苦情の種類別発生源内訳 (県、 市町村新規受理分)

公害の発生源別では 、 製造業22件 (14%) 、 卸売 小売業 飲食店17件 ( 1 1%) 、 サ ー ビ ス業17件

(1 1% ) 、 建設業16件 ( 10%) 家庭生活14件 ( 9 %) 農業14件 ( 9 %) そ の他52件 (34%) な

ど と な っ てい る 。

愈諭＼きき 農 業 建設業 製造業

卸 売 ･

小 売業

飲食店
サービス業 家庭生活 そ の 他 寸

大 気 汚 染 9 2 3 5 1 5 25

水 質 汚 濁 1 2 5 4 2 2 1 1 27

騒 音 1 2 8 5 1 1 2 20

振 動 き 1 3 4

悪 臭 7 1 6 3 5 7 3 32
一

一

44

152

土 壌 汚 染

そ の 他 5 2 1 2 3 3 28

。十 14 16 22 17 17 14 52
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表145 平成 7 年度公害苦情件数＼＼＼灰分 トト＼一ん 汁、＼＼市町村名 新規 関
ら

機他
か

繰越 合。十 理
関

処
解

年
越

翌
繰

合。十 備考鳥取市 32 32 31 1 32米子市 37 37 37 37倉吉市 2 ･ リ
ム

1 1 2境港市 れ T
二

n
乙

T
4

2 1
ュ

ら
乙岩美郡 国府町

一

-岩美町

ー

一福部村 ー八頭郡 郡家町船岡町 河原町

ー八東町 ー若桜町用瀬町佐治村 智頭町気高郡 気高町鹿野町

'
‘青谷町東伯郡 羽合町 泊村東郷町 三朝町 関金町北条町

一大栄町 一

ー東伯町 r
1

ー赤碕町西伯郡 西伯町 1 ｢
一ユ

1
ユ

T
ユ会見町 岸本町 日吉津村 蜷 13 13 13淀江町 3 Q

J

Q
U

う
り

｢大山町 名和町 中山町日野郡 日南町

ー日野町 ー

一江府町 一溝口町
県 43 1 1 45 45 45

寸 152 1 1 154 1 52 n
乙

154
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表146 公害の種類別件数 (新規)＼ 大気 水質 土壌 騒音 振動 悪 臭 話 その他 合。十鳥取市 5 Q
U

^
U

T
Iユ

2 6 A
V

リ
ム

^○ ?
“

Q
J米子市 1 に

U

^
○

^
′
~

R
U

ク
ム

ク
ム

に
･〉

1
4

7
‘

Q
J倉吉市 1 1 1 ?

“境港市 5 1 1 2 ハ
リ

?
“

1
4

1
4

ハソ
ム岩美郡 国府町

一岩美町 一福部村

一八頭郡 郡家町船岡町河原町 八東町若桜町用瀬町

｣佐治村 智頭町 ll気高郡 気高町鹿野町青谷町

-
◆東伯郡 羽合町

一泊村

一東郷町 一三朝町

一関金町 一北条町 大栄町

-東伯町 -赤碕町 r
1西伯郡 西伯町 1 T

上

1
4会見町

ノ
ー 一岸本町 ノ

一日吉津村 2I A
U

つ
“

Q
U

O
J

1
上

ハ
コ1
ユ淀江町 1 1 ,

I
▲

Q
U

ハ
コ大山町

｣名和町

一中山町日野郡 日南町 一日野町

一江府町

一溝口町 ｣讐
乳

県 ^
U

T
.上

1
4

1
4

n
乙

増
一上

Q
u

Q
J

^
U1
4

話 に
･U
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ム
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ム

ハ
U

ワ
ム

メ生 リ
ム

Q
J

O
O

八
U

T
A
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第 3 節 企業の公害防止管理者等の設置

1 公害防止管理者等の設置

昭和46年 6 月 に制定 さ れた ｢特定工場におけ る 公害防止組織の整備に関す る 法律｣ に よ り 、 一定の

用件を備えた特定施設を有す る 工場は 、 そ の特定施長の区分 (大気、 水質、 騒音、 粉 じ ん 、 振動) ご

と に公害防止管理者を選任す る こ と を義務付け ら れ、 こ の ほか 、 従業員の数、 工場の規模に よ っ ては 、

公害防止統括者、 公害防止主任管理者 も 選任 し な ければな ら な い こ と にな っ て い る 。 本県において公

害防止管理者を選任 してい る 工場数は50工場であ る 。

表147 公害防止管理者等設置状況 (平成 8 年 3 月 31 日 現在)

業 種 名 工場数 公害防止統括者
大 気 関 係
公害防止管理者

水 質 関 係
公害防止管理者

騒音関係公害防止管理者 粉じん関係公害防止管理者 振動関係公害防止管理者 公害防止主任管理者第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第二種 第三種 第四種
Qの 食 料 品 製 造 業 3

2

(2 )

2

( 2 )

2

(2 )

⑬ た ば こ 製 造 業 1
1

( 1 )

1

( 1 )

凹 繊 維 工 業 1
1

( 1 )
1 1

Qの 衣服 ･ そ の他の繊維製品 1
1

( 1 )

1

( 1 )

Qの 木 材 、 木 製 品 製 造 業 1
1

( 1 )

1

( 1 )

⑬ 鍼 癬レ エブ話製 紙造 楽 2
2

(2 )

1

( 2 )
1

2

(2 )

1

( 1 )

油 ･

@贈 炭 製 品 製 造 業 12
5

(5 )

1

( 1 )

1 1

( 9)

1

( 1 )
業 ･

@の 笙 石 製 品 製 造 業 16
4

(4 )

2

(2)

15

( 15 )

回 鉄 鋼 業 3
3

( 3)

1

( 1 )

2

( 2)

2

( 1 )

回 金 属 製 品 製 造 業 8
5

(4)
1

( 1 )

5

(3)

3

(2 )

3

(2 )

回 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1
1

( 1 )
( 1 ) 1

｢

勤 ガ ス 業 1 1 1

。十 50
27

(25 )

3

( 2 )

1

( 1 )

2

( 1 )

19

( 16 )

3

(4)

6

(3 )

2

(2 )

5

(4 )

16

( 16 )

5

(3 )

1

( 1 )

圏 1 業種番号、 業種名 は 日 本産業分類に よ る 。

2 ( ) は 、 代理者の数であ る 。
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